別記様式第１号（第４条関係）
美瑛町福祉センター使用申込書

令和　　 年　 　月　 　日

美瑛町長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込者　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　


氏名　　　　　　　　　　　　　　　　

　次のとおり使用したいので申し込みます。

１．使用目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．使用期間　　　令和　 　年　 　月　　 日（　　）午前・午後　  　時　　  分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　午前・午後　  　時　  　分まで
３．使用人員　　　　　　　　　人　

４．使用室　　　レクリェーション室　　和室　　ボランティア室　　　作業室　

５．使用責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話　　　　　　　　　　　　　）

６．使用料免除

　　申請理由

７．その他　　　
別記様式第２号（第４条関係）

美瑛町福祉センター使用承諾書

令和　 　年　　 月　　 日

利用申請者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

美瑛町長　　角和　浩幸
　　令和　　年　　月　　日に申込のあった福祉センターの使用は、下記により承諾します。
１．使用目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２．使用期間　　　令和　 　年　　 月　 　日（　　）午前・午後　  　時　　 分から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　午前・午後　  　時　　 分まで
３．使用人員　　　　　　　　　人　

４．使用室
レクリェーション室　　和室　　ボランティア室　　　作業室
５．使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
· 注意事項
（1） 使用するときは本書を提示してください。

（2） 使用の際は、係員の指示を受け、使用後は清掃の上、原状に戻してください。
（3） 使用時間を守ってください。
（4） 福祉センター使用上の規定を守ってください。
（5） 使用後は、各部屋に備え付けの使用簿に人数を記載してください。
(承諾証裏面)
施設利用上の注意事項
○福祉センター使用可能時間　8時30分～21時00分(時間厳守)

1.  使用をキャンセルする時は、必ず開館時間に福祉センターに連絡してください。（平日８：３０～１７：15）
2.  使用後は各部屋の使用簿に利用団体名・利用者数等を記入してください。
3.  準備及び後片付けは許可された時間内に行い、使用後は必ず使用前の状態に戻してください（催事等で使用した場合は特に注意してください）。
4.  館内は全面禁煙です。
5.  盗難や駐車場での事故には各自が十分注意してください。盗難や駐車場での事故等について、当センターでは責任を負いません。 
6.  設備・器具等を使用した場合は、元の位置に戻してください。また、それらを損傷・滅失した場合は、必ず事務所に申し出てください（原則弁償していただくことになります）。
7.  大量のゴミは各自お持ち帰りください。また、ゴミは分別していますので、ゴミ箱の表示にしたがって捨ててください。
8.  危険物の持ち込みは固くお断りします。
9.  忘れ物をしないよう気をつけてください。
10.　　その他不明な点があれば、事務室までお問い合わせください。
《福祉センター定期利用の申し合わせ事項》
・定期利用については、原則１回２時間までとします。
・定期利用で許可を得ていても、他団体の行事・会議等でお休みいただく場合があります。
美瑛町福祉センターの利用の手引き
福祉センターは、高齢者の社会参加、生きがい活動等高齢者福祉の推進とあわせて、町民の多様な福祉活動を推進するとともに、町民の福祉の増進を図ることを目的とした施設です。この手引きは、施設の利用の際の利用条件や利用団体の手続きについてご理解いただくために作成したものです。
施設を利用するには、次の項目をお守りください。
①使用する7日前までに利用の申請をしてください。
②使用する時間は原則1回2時間までとします。
③定期利用団体であっても定期利用日以外に臨時的に利用する場合は同様の手続きが必要になります。
④利用時間は、準備及び後片付けの時間も含まれます。利用時間内に全てを終了してください。
⑤団体での利用は次の基準要件が条件となります。
(1)地域の福祉の向上・増進に寄与する活動を目的とし、団体　の活動が会員の総意で運営されていること。
（2）営利活動、政治活動、私塾化活動、宗教活動等を目的としないこと。
(3)会員が自主的・主体的に組織し運営している団体であって、継続的かつ計画的に活動を行っていること。
(4)定期利用団体の登録は原則として4人以上の会員を有していること。
(5)その他定期利用団体が解散したとき、もしくは団体事項に変更（活動内容や代表者等）があった場合は、遅滞なくその旨を届け出ること。
※上記に反する行為、または団体として適格条件を欠くと判断したときは、一度利用承認を受けた場合であっても利用を取り消すことがあります。

